
第 29 Ｍ＆Ｔ研修会　参加者募集のご案内

● 日　　　 時 2020 年 10 月 27 日 （ 火 ） 13 ： 00 ～ 17 ： 00

● 会　　　 場 名古屋中小企業投資育成㈱　研修室

● 講　　　 師 社会保険労務士法人名南経営　代表社員　社会保険労務士　大津章敬　氏

● 対　象　者 経営者、総務・人事部門の幹部、管理・監督者、実務担当者

● 持　ち　物 筆記用具

● 受  講  料
１名 円 円 　消費税込み

● 研修のねらい

● カリキュラム

 

名古屋中小企業投資育成株式会社 ／ 株式会社投資育成総合研究所

投資先企業 投資先以外
5,500         11,000  

回

労働関係法の最新改正動向と
企業に求められる具体的対応策

～同一労働同一賃金などの実務対応と今後数年継続する法改正の見通し～

　新型コロナウイルスの影響で、多くの企業で休業やテレワークの導入が進められるな
ど、現実的な働き方は大きく変化しており、企業としてはこのニューノーマルへの対応
が求められます。同時に、働き方改革はいまだ継続中であり、来春には中小企業でも
同一労働同一賃金への対応が求められるなど、コロナ以前の法改正対応も待ったな
しの状況となっています。
　更には70歳までの就業機会確保、副業兼業推進、障害者雇用率引上げ等も予定
されており、企業としては確実にそれらの対応を進めなければなりません。
　そこで今回の研修会では、今後予定される労働関係法の改正の方向性と影響、そ
して企業に求められる実務対応について、分かりやすくお伝えします。

７．新型コロナで変わった従業員の意識　その内容と企業として求められる対応

１．中小企業では来春施行！同一労働同一賃金への対応
　　（１）２つの最高裁判決から見た企業として求められる対応
　　（２）来春までに進めておきたい不合理な待遇格差解消のためのステップ
　　（３）今回の法改正の最重要事項となる非正規従業員への説明義務

３．副業兼業の推進やフリーランス活用の最新情報

４．3月に実施される障害者法定雇用率の引き上げ

５．2022年10月から拡大される社会保険のパート従業員への適用

６．最大の労働トラブルテーマとなったハラスメント　その防止措置義務化への対応

２．来春努力義務化される70歳までの就業機会確保　その内容と影響

※カリキュラムは一部変更させていただく場合がございます。ご了承くださいますようお願いいたします。



●定　　　　 員　 １８ 名　（申し込み先着順・定員に達し次第締め切らせていただきます）

●申込締切日 年 10 月 6 日 （ 火 ）

●お申し込み・キャンセルについて
　①下記の「受講申込書」に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてご送付下さい。

　②申し込み受付後、「受講証」と「請求書」をお送りしますので銀行振込にてお支払下さい。なお、開催日の１週間前になっても

 　　受講証が届かない場合は、お手数ですが下記お問い合わせ先までご連絡下さい。

　③申込締切日前でも定員を超える申込みがあった場合には、お断りさせていただくことがあります。

　④申し込み人数が５名以下の場合、やむを得ず開催を中止させていただくことがあります。

　⑤受講の取消しをされる場合は、開催日の前日より数えて３営業日前（土日・祝日、年末年始を除く）の午後５時までにご連絡下

　 　さい。それ以降のキャンセルに関しては受講料をご返金できませんので、ご了承下さい。

株式会社投資育成総合研究所　Ｍ＆Ｔ研修会事務局　（担当）原、加藤

ＴＥＬ ： 052-581-9545 ＦＡＸ ： 052-583-8501 Ｅ-maiｌ ： mandt＠sbic-cj.co.jp

株式会社投資育成総合研究所　М＆Ｔ研修会事務局　宛

年

10 ／ 27

貴　社　名

〒 -

- - - -

※　申込書にご記入いただきました個人情報は、研修参加者名簿として研修の運営及び講師の参考資料として使用するほか、

　　 関連するアフターサービス、セミナー案内に関する情報のお知らせのために利用致しますが、他の目的には利用致しません。

受　講　者

所属名／役職名 氏　　　名　（フリガナ）

連絡担当者

氏　　　名

ＴＥＬ ＦＡＸ

所属名／役職名 Ｅメールアドレス （任意）

講　　師　　紹　　介

お申し込み・お問い合わせ先

〒450-0003　名古屋市中村区名駅南一丁目16番30号　東海ビル7階（名古屋中小企業投資育成㈱内）

社会保険労務士法人名南経営
代表社員

社会保険労務士 大津
オオツ

 章
アキノリ

敬　氏

　１９９４年株式会社名南経営コンサルティング入社以来、300社以上の中小中堅企業のコンサルティングを手がけている。

各種金融機関、各地経営者協会はじめ、全国で講演。企業の人事制度整備・就業規則策定など人事労務環境整備が専門。

中でも社会保険労務士としての労働関係法令の知識を活かし、労働時間制度などの最適化を実施した上で、それを前提とした

人事制度の設計を得意とする。「中小企業の「人事評価・賃金制度」つくり方・見直し方」、「生産性が高い「残業ゼロ職場」の

つくり方」、「マイナンバー制度の実務と業務フローがわかる本」他、著書多数。

2020

必要事項をご記入の上、切りとらずＡ４のままＦＡＸにてご送付下さい。

ＦＡＸ　０５２－５８３－８５０１
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労働関係法の最新改正動向と
企業に求められる具体的対応策
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